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問
市
に
入
る
森
林
環
境
譲
与

税
の
今
後
の
見
込
み
は
。

答
埼
玉
県
の
試
算
で
は
、
令

和
元
年
度
～
３
年
度
は
１
３

問
３
歳
以
上
の
保
育
園
の
副

食
費
が
１
人
月
４
５
０
０
円

を
基
準
に
徴
収
で
き
る
よ
う

に
な
る
。
市
で
は
現
行
の
保

育
料
よ
り
高
く
な
る
場
合
に

免
除
す
る
が
、
民
間
保
育
所

に
通
う
子
ど
も
が
副
食
費
に

よ
っ
て
現
行
よ
り
値
上
げ
と

な
る
場
合
が
あ
る
。
こ
う
し

た
矛
盾
を
市
長
は
ど
う
考
え

る
の
か
伺
う
。

答
在
宅
で
子
育
て
す
る
場
合

で
も
生
ず
る
費
用
で
あ
り
、

保
護
者
に
負
担
し
て
も
ら
う

と
な
っ
て
い
る
公
立
保
育
園

を
堅
持
し
て
い
く
の
か
伺
う
。

答
公
立
保
育
園
を
維
持
し
て

い
く
に
当
た
っ
て
は
、
私
立

保
育
園
と
の
役
割
分
担
を
意

５
１
万
１
千
円
、
令
和
４
年

度
～
６
年
度
は
２
０
２
６
万

６
千
円
、
令
和
７
年
度
～
10

（
次
ペ
ー
ジ
へ
）

も
の
と
考
え
て
い
る
。

問
副
食
費
が
小
学
校
の
給
食

費
よ
り
も
高
い
金
額
に
な
る

こ
と
に
つ
い
て
市
長
は
ど
う

考
え
る
の
か
伺
う
。

答
市
長
と
し
て
は
、
や
む
を

得
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

問
保
育
園
の
副
食
費
を
無
料

・
軽
減
す
る
な
ど
補
助
す
る

考
え
を
伺
う
。

答
世
帯
の
所
得
状
況
や
多
子

世
帯
の
経
済
的
負
担
に
配
慮

し
免
除
し
て
い
る
。
市
と
し

て
は
補
助
等
の
予
定
は
な
い
。

識
し
な
が
ら
、
そ
の
在
り
方

に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

問
連
携
施
設
は
本
来
、
幼
稚

園
や
認
可
保
育
所
で
行
う
べ

き
で
は
な
い
の
か
伺
う
。

答
基
本
的
に
連
携
施
設
は
認

可
保
育
所
等
で
あ
り
、
連
携

施
設
の
確
保
が
困
難
な
場
合
、

代
替
施
設
に
よ
る
連
携
も
や

む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
る
。

議
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森
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１
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家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
等
に
関
す
る
基
準
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例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
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２
億
９
千
万
円
、
歳
出
で
認

可
外
保
育
施
設
な
ど
の
利
用

者
等
へ
の
給
付
に
約
11
億
円

の
増
額
を
見
込
む
。
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問
条
例
改
正
の
目
的
を
伺
う
。

答
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

等
の
一
部
改
正
に
基
づ
き
、

３
歳
以
上
の
教
育
・
保
育
給

付
認
定
子
ど
も
の
保
育
料
を

無
料
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
国
の
基
準
に
満
た
な
い
保

育
園
も
無
償
化
の
対
象
に
し

て
い
く
の
か
伺
う
。

答
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

の
規
定
に
よ
り
、
５
年
間
は

国
が
定
め
る
指
導
監
督
基
準

を
満
た
さ
な
い
認
可
外
保
育

施
設
も
無
償
化
の
対
象
と
な

る
が
、
指
導
監
督
を
適
正
に

行
い
、
保
育
の
質
の
確
保
を

図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

問
保
育
の
質
の
確
保
で
指
針

問
３
歳
以
上
児
の
保
育
料
が

無
料
と
な
る
が
、
対
象
と
な

る
児
童
数
を
伺
う
。

答
令
和
元
年
９
月
時
点
で
約

２
４
０
０
人
、
既
に
無
料
の

児
童
を
含
め
る
と
約
２
８
０

０
人
と
な
る
。

問
今
回
の
改
正
の
内
容
に
つ

い
て
、
そ
の
他
所
要
の
規
定

の
整
備
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
。

答
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

等
の
改
正
に
よ
る
用
語
の
整

理
、
ま
た
、
保
育
料
算
定
所

得
割
の
額
の
算
定
方
法
を
全

て
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
し

た
も
の
な
ど
で
あ
る
。

問
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償

化
に
伴
う
、
市
へ
の
影
響
額

は
ど
の
く
ら
い
を
見
込
ん
で

い
る
の
か
。

答
今
年
度
半
年
分
で
主
な
も

の
は
、
歳
入
で
認
可
保
育
所

等
の
保
育
料
の
減
額
分
が
約

問
主
に
２
歳
児
ま
で
を
受
け

入
れ
て
い
る
家
庭
的
保
育
事

業
等
の
連
携
施
設
の
確
保
状

況
に
つ
い
て
伺
う
。

答
本
年
４
月
１
日
時
点
で
事

業
所
27
カ
所
に
確
認
し
た
と

こ
ろ
、
保
育
内
容
の
支
援
が

17
カ
所
、
代
替
保
育
の
提
供

が
15
カ
所
、
卒
園
後
の
受
け

皿
が
26
カ
所
で
あ
り
、
全
て

問
条
例
を
改
正
す
る
こ
と
で

ど
の
よ
う
な
効
果
が
期
待
で

き
る
の
か
。

答
保
育
所
等
を
利
用
す
る
小

学
校
就
学
前
の
子
ど
も
は
火

災
時
の
避
難
に
通
常
よ
り
も

時
間
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
こ
の
改
正
に
よ
り

安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
考
え
る
。

問
条
例
を
改
正
し
な
い
場
合

で
は
ど
の
よ
う
な
影
響
が
想

定
さ
れ
る
の
か
。

答
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正

の
連
携
内
容
を
確
保
し
て
い

る
事
業
所
は
15
カ
所
あ
っ
た
。

問
連
携
施
設
と
認
め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
施
設
を
今
回
認

め
る
理
由
を
伺
う
。

答
連
携
施
設
の
確
保
が
困
難

な
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の

選
択
肢
が
増
え
、
安
定
的
な

保
育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
資

す
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

前
に
比
べ
、
耐
火
性
能
が
低

く
な
る
た
め
、
子
ど
も
の
安

全
確
保
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
考
え
る
。

問
近
隣
中
核
市
の
条
例
改
正

の
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
か
。

答
近
隣
の
中
核
市
10
市
に
確

認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
４
市

は
改
正
予
定
、
４
市
は
検
討

中
、
残
り
２
市
は
既
に
条
例

ま
た
は
規
則
で
規
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
改
正
の
必
要
が

な
い
と
の
状
況
で
あ
っ
た
。

議
案
第
８
２
号

保
育
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
７
９
号

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
等
に
関
す
る
基
準
条
例
の
一
部
改
正

【
政
晴
会
】

議
案
第
８
３
号

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】


